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11
月
3
日（
火
・
祝
）午
後
0
時
30
分
か
ら
、
た
ま
し
ん
R
I
S
U
R
U
ホ
ー
ル
大
ホ
ー
ル
で「
第
35
回
立
川
市
中
学
生
の
主
張
大
会
」を
開
催
。
直
接
会
場
へ
問
子
ど
も
育
成
課
・
内
線
1
3
0
5

場
へ
。
な
お
通
知
書
が
届
か
な
い
場

合
や
、
指
定
日
に
会
場
へ
行
け
な
い

場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
▼
持
ち
物

▽
保
健
調
査
票（
A
面
の
み
記
入
）▽

就
学
時
健
康
診
断
票
▽「
黄
色
い
帽

子
」の
調
査
票
▽
母
子
手
帳
▽
筆
記

用
具
▽
上
履
き（
下
履
き
を
入
れ
る

袋
も
必
ず
ご
持
参
く
だ
さ
い
）

問
学
務
課
学
務
保
健
係
・
内
線
2
5

1
5

■
よ
り
よ
い
支
援
を
つ
な
ぐ

　「
就
学
支
援
シ
ー
ト
」の
活
用
を

　

市
は
、
平
成
28
年
度
に
小
学
校
に

入
学
す
る
お
子
さ
ん
で
、
友
達
と
の

関
わ
り
方
や
集
団
活
動
、
健
康
面
等

に
つ
い
て
、
学
校
生
活
で
の
配
慮
や

支
援
を
必
要
と
す
る
お
子
さ
ん
を
対

象
に
、「
就
学
支
援
シ
ー
ト
」の
活
用

を
進
め
て
い
ま
す
。

　

シ
ー
ト
の
活
用
を
希
望
す
る
保
護

者
の
方
が
、
幼
稚
園
・
保
育
園
・
療

育
機
関
な
ど
の
協
力
を
得
て
作
成
し
、

教
育
委
員
会
を
通
し
て
就
学
先
の
小

学
校
へ
届
け
ま
す
。
小
学
校
で
は
シ

ー
ト
の
内
容
を
も
と
に
個
別
指
導
計

画
等
を
作
成
し
、
お
子
さ
ん
が
よ
り

適
切
な
環
境
で
学
校
生
活
を
送
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
し
ま
す
。

　
「
就
学
支
援
シ
ー
ト
」は
、
教
育
支

援
課（
子
ど
も
未
来
セ
ン
タ
ー
1
階
）

の
ほ
か
、
市
内
の
幼
稚
園
・
保
育
園

で
配
布
し
て
い
ま
す（
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）。

▼
提
出
＝
12
月
28
日（
月
）ま
で
に
直

接
、
教
育
支
援
課
へ
▼
受
付
時
間
＝

午
前
9
時
〜
午
後
5
時（
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）。
な
お
、
関
係
機
関

と
の
調
整
で
提
出
期
限
に
間
に
合
わ

な
い
場
合
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
教
育
支
援
課
☎（
5
2
7
）6
1
7

1

病
児
保
育
室
を
ご
利
用
く
だ

さ
い

　

病
児
保
育
室
は
、
お
子
さ
ん
が
病

気
や
け
が
で
通
園
・
通
学
が
で
き
な

い
と
き
な
ど
に
お
子
さ
ん
を
一
時
的

に
お
預
か
り
す
る
施
設
で
す
。
市
内

に
は
2
か
所
保
育
施
設
が
あ
り
ま
す
。

▼
対
象
＝
生
後
4
か
月
〜
小
学
3
年

生
の
お
子
さ
ん
▼
保
育
時
間
＝
午
前

8
時
30
分
〜
午
後
5
時
30
分（
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
等

を
除
く
）▼
電
話
受
付
＝
午
前
10
時

〜
午
後
5
時
30
分（
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
、
年
末
年
始
等
を
除
く
）

　

利
用
す
る
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設

で
事
前
登
録
が
必
要
で
す
。
く
わ
し

く
は
、
各
施
設
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。　

●
ぽ
け
っ
と
病
児
保
育
室　

幸
町
１

‒ 11 

‒３
HPhttp://saiw

aikodom
o.jp

☎（
５
３
６
）７
３
３
３

●
子
ど
も
診
療
所
病
児
保
育
室
ぱ
お

ぱ
お　

錦
町
１
‒ 

23 

‒

 

25
HPhttp://

w
w

w
.t-kenseikai.jp/kodom

o-cl/

☎（
５
２
１
）２
７
７
７

問
保
育
課
保
育
・
幼
稚
園
支
援
係
・

内
線
1
3
2
2

公
務
員
の
方
へ

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
の
申
請
は
12
月
1
日
ま
で

　

公
務
員
で
、
次
の
2
つ
に
該
当
す

る
方
は
12
月
1
日（
火
）ま
で
に
、
子

育
て
推
進
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い

（
郵
送
可
）▼
勤
務
先
で
平
成
27
年
6

月
分
の
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る

（
所
得
制
限
限
度
額
以
上
で
児
童
1

人
当
た
り
月
額
5
0
0
0
円
の
場
合

を
除
く
）▼
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
の
申
請
書
を
持
っ
て
い
る

　

な
お
、
申
請
書
が
届
い
て
い
な
い
、

ま
た
は
申
請
書
に
受
給
証
明
の
記
載

が
な
い
場
合
は
、
勤
務
先
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
推
進
課
手
当
・
医
療
費
給

付
係
・
内
線
1
3
5
0

公
開
す
る
会
議
日
程

　

市
は
、
審
議
会
な
ど
の
会
議
を
公

開
し
て
い
ま
す
。
申
は
申
込
制（
申

込
順
）。
そ
の
ほ
か
は
直
接
会
場
へ

（
先
着
順
）。

●
男
女
平
等
参
画
推
進
審
議
会　

時

10
月
16
日（
金
）午
後
7
時
か
ら
場
女

性
総
合
セ
ン
タ
ー
5
階
第
3
学
習
室

定
5
人
問
男
女
平
等
参
画
課
☎（
5

2
8
）6
8
0
1

●
農
業
委
員
会
総
会　

時
10
月
26
日

（
月
）午
後
3
時
か
ら
場
市
役
所
208
・

209
会
議
室
定
4
人
問
農
業
委
員
会
事

務
局
・
内
線
2
6
5
4

申
立
川
市
史
編
さ
ん
委
員
会　

時
10

月
28
日（
水
）午
前
10
時
か
ら
場
女
性

総
合
セ
ン
タ
ー
5
階
第
1
学
習
室
定

5
人
申
地
域
文
化
課
市
史
編
さ
ん
担

当
・
内
線
4
0
4
4
へ

●
環
境
審
議
会　

時
11
月
12
日（
木
）

午
前
10
時
か
ら
場
市
役
所
101
会
議
室

定
5
人
問
環
境
対
策
課
環
境
推
進

係
・
内
線
2
2
4
3

保
育
施
設

■
し
お
り
と
案
内
を
配
布

　

平
成
28
年
度
に
市
内
の
保
育
施
設

に
入
所
を
希
望
す
る
方
に「
保
育
施

設
申
込
み
の
し
お
り
」と「
育
児
休
業

明
け
入
園
予
約
の
ご
案
内
」を
配
布

し
ま
す
。
申
し
込
み
が
で
き
る
の
は
、

仕
事
や
病
気
な
ど
で
、
日
中
ご
家
庭

で
学
齢
前
の
お
子
さ
ん
を
保
育
で
き

な
い
方
で
す
。

　

配
布
場
所
は
、
保
育
課（
市
役
所

1
階
22
番
窓
口
）と
市
内
認
可
保
育

園
の
ほ
か
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー（
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー
1
階
）、
子

ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー（
子
ど
も

未
来
セ
ン
タ
ー
1
階
）、
東
部
・
西

部
・
富
士
見
連
絡
所
。
ま
た
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も

で
き
ま
す
。

　

平
成
28
年
4
月
に
入
所
を
希
望
す

る
方
は
、
11
月
27
日（
金
）〜
12
月
4

日（
金
）に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
育
児
休
業
明
け
入
園
予
約
制
度

　

育
児
休
業
明
け
入
園
予
約
制
度
は
、

お
子
さ
ん
の
1
歳
の
誕
生
日
の
前
日

以
降
も
法
律
に
基
づ
く
育
児
休
業
を

取
得
し
、
復
職
に
合
わ
せ
て
年
度
途

中
か
ら
の
入
園
を
希
望
す
る
場
合
に
、

保
育
園
の
入
園
を
あ
ら
か
じ
め
確
保

し
て
お
く
こ
と
で
、
安
心
し
て
育
児

休
業
を
取
得
し
て
い
た
だ
く
た
め
の

も
の
で
す
。
実
施
園
は
私
立
西
国
立

保
育
園
分
園（
羽
衣
町
1
‒ 21 

‒ 11
）。

　

く
わ
し
く
は
配
布
す
る
案
内
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
保
育
課
・
内
線
1
3
2
5

幼
稚
園

■
私
立
幼
稚
園
園
児
を
募
集

　

市
内
の
私
立
幼
稚
園
で
は
、
平
成

28
年
4
月
に
入
園
を
希
望
す
る
園
児

を
募
集
し
ま
す
。
入
園
案
内
書
の
配

布
は
10
月
15
日（
木
）か
ら
、
入
園
申

し
込
み
は
11
月
1
日（
日
）か
ら
各
幼

稚
園
で
受
け
付
け
ま
す
。
く
わ
し
く

は
各
幼
稚
園（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
市

内
幼
稚
園
一
覧
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
入
園
支
度
金
制
度

　

市
は
、
平
成
28
年
度
に
幼
稚
園
に

入
園
す
る
お
子
さ
ん
の
保
護
者
に
、

無
利
子
で
入
園
支
度
金
を
お
貸
し
し

ま
す
。
貸
付
額
は
7
万
円
。
返
済
は

平
成
28
年
1
月
〜
10
月
、
毎
月
７
０

0
0
円
。

　

申
し
込
み
は
、
申
請
書〔
保
育
課

（
市
役
所
1
階
22
番
窓
口
）と
各
幼
稚

園
で
配
布
〕に
必
要
事
項
を
書
い
て
、

10
月
26
日（
月
）〜
11
月
10
日（
火
）

〔
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
〕に

保
育
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
育
課
保
育
・
幼
稚
園
支
援
係
・

内
線
1
3
2
2

小
学
校

■
就
学
時
健
康
診
断
を
11
月
に
実
施

　

平
成
28
年
度
に
小
学
校
へ
入
学
す

る
お
子
さ
ん
を
対
象
に
就
学
時
健
康

診
断〔
11
月
2
日（
月
）〜
26
日（
木
）〕

を
行
い
ま
す
。
対
象
と
な
る
方
に
は

日
時
・
会
場
を
記
載
し
た
通
知
書
と

保
健
調
査
票
な
ど
を
10
月
中
旬
に
送

付
し
ま
す
。
当
日
は
保
護
者
が
付
き

添
い
の
上
、
指
定
さ
れ
た
学
校
の
会

保
育
施
設
・
幼
稚
園
・
小
学
校

入
園
・
入
学
の
手
続
き
が
始
ま
り
ま
す

行政相談員（順不同・敬称略）

氏名 住所・電話番号

栗 原 　 聰 羽衣町２丁目	☎（521）3733
※電話は勤務先

滝島	栄次 砂川町３丁目	☎（536）6549
田中	義則 幸　町２丁目	☎（537）2814
市川美智子 高松町１丁目	☎（522）4951

　国の仕事（生活保護、年金・保険、登
記、雇用、道路・河川など）に関して、苦
情やご意見・ご要望はありませんか。行
政相談は「説明に納得できない」「処理が間
違っている」といったご意見を受け付け、中
立な立場から解決を図る制度です。相談は
無料で、秘密は守られます。

　電話かファクスで総務省東京行政評価事
務所☎0570（09）0110〔PHS・IP電話をご利用
の方は☎03（3363）1100〕Fax03（5331）1761へ

　毎月第３水曜日の午前９時30分〜 11時45
分に行政相談に応じています（事前予約制）。

問生活安全課市民相談係☎（528）4319

　市民と行政のパイプ役として市内には４
人の行政相談員（下表）がいます。

10月19日～25日は
行政相談週間

行政苦情110番

行政相談員

市民相談室（市役所3階）
納付書裏面等に記載の場所で納付してください問
市税＝収納課管理係・内線1240、国民健康保険料
＝保険年金課賦課係・内線1416、後期高齢者医
療保険料＝保険年金課賦課係・内線1406、介護
保険料＝介護保険課介護保険料係・内線1446

▷市・都民税第3期分▷国民健康保険料第
4期分▷後期高齢者医療保険料第4期分▷
介護保険料第4期分

11月2日月今月の
納期

凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から受け付け）


